特別講演会
	主催
	一般社団法人　栃木県理学療法士会

	日時
	令和7年4月16日（火曜日）　19時00分〜20時30分

	場所
	ZOOMによるオンライン

	テーマ
	「理学療法士及び作業療法士法　成立の裏側」〜法改正が必要なこれだけの理由とは〜

	内容
	理学療法士及び作業療法士法は、理学療法士、作業療法士の資質を向上し、もって医療および公衆衛生の普及向上を図ることを目的とし、1965年（昭和40年）6月29日に公布されました。しかしながら我々を取り巻く環境や制度が変わっても60年もの間、法改正されずに今日に至っております。他の職種は時代に合わせて法改正を繰り返しているのに、どうして変わらないのか？この法律はどのように成立したのか？前会長が退任後2年に渡る調査で明らかになった真実とは？

【講師】
半田　一登　先生　（公）日本理学療法士協会　前会長


	対象
	栃木県理学療法士会会員・栃木県作業療法士会会員・栃木県言語聴覚士会会員

	参加費
	無料（事前申し込み必要）

	定員
	200人

	申込方法
	以下のいずれかの方法で、申し込みフォームにアクセスし、必要事項をご入力下さい。
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1 URLからアクセスする
URL： https://forms.gle/uwJ4sHXPn87PHa9Z7

2 QRコードを読み取る

申し込みいただきますと、開催2・3日前にZOOMのURLを申し込みいただいたアドレスに案内させていただきます。

	生涯学習ポイント
	カリキュラムコード
区分1の14「医療制度と法律1.5ポイント」もしくは、
「認定・専門理学療法士の1.5点」

	問合せ
	栃木県理学療法士会　教育局　比護達也（tshougai00@gmail.com）

	備考
	履修登録は当日、JPTAアプリでのQR読み込みにて行わせていただきます。
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